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本日のご説明内容

1. 日本の自動車産業の現状

2.輸出入通関等の円滑化に向けたご提案
①新KS/RA制度とAEO制度の調和
②AEO特定輸出申告制度における申告
内容の船積後修正の簡素化

3. まとめ

KS/RA… Known Shipper/Regulated Agent制度
AEO… Authorised Economic Operator制度
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1. 日本の自動車産業の現状1. 日本の自動車産業の現状
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日本の自動車製造業の現状①
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日本の自動車製造業の現状②
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◆日本の自動車メーカーは、 ｢需要のあるところで生産をする」との考えのもと、世界各地

で工場を新設・拡張してきた。また、自動車生産のグローバル化に合わせ、物流体系の
合理化・円滑化を推進している。

日本の自動車メーカーの地域別生産台数（2012年）

日本
生産：994万台
輸出：480万台

北米（内、米国）
生産：425万台（332万台）欧州

生産：148万台

日本の自動車製造業の現状③

中南米
生産：123万台

大洋州
生産：10万台

アフリカ
生産：25万台

国内生産：約 994万台
海外生産：約1,583万台

合計：約2,577万台 出所：自工会および各種資料

アジア（内、ASEAN）
生産：850万台（340万台）
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2.輸出入通関等の円滑化に向けたご提案
①新KS/RA制度とAEO制度の調和
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新KS/RA制度の概要

NCSP承認

米国政府

爆発物検査

特定荷主
(Known Shipper)

非特定荷主
Unknown Shipper

合意書

①新KS/RA制度とAEO制度の調和

認可

申請

国土交通省

航空会社

爆発物検査

搭載

RA又は、航空会社等において
爆発物検査等を実施

特定航空貨物利用運送事業者

(Regulated Agent)
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新KS/RA制度における主な追加要件

1．航空貨物に対する保安対策
(1) 航空貨物を取り扱う職員の保安管理
(2) 航空貨物取扱施設の保安管理
(3) 取扱航空貨物の保安措置
(4) 航空貨物の保安管理

2．航空保安教育訓練の実施

①新KS/RA制度とAEO制度の調和

時間・工数・費用面で
最も負担が大きい

2．航空保安教育訓練の実施

3．航空保安に係る社内マニュアルの策定

4．自主監査の実施及び報告 なぜなら、
特定荷主(KS)拠点に

空港並のセキュリティー
要件が課されている。
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新KS/RA制度に関する経緯
米国にて911委員会勧告実施法が成立したことにより、米国発着の全旅客便搭
載貨物に対する100%スクリーニング（全量検査）の実施が決定。

国土交通省より荷主関連団体に対して、KS/RA制度の改正に関する最初の説
明が行われる。
新制度における荷主(KS)要件などが公表。
米国向け貨物については、新制度へと移行。

2012年

2007年 8月…

6月末…

10月中旬…
12月1日～

①新KS/RA制度とAEO制度の調和

しかしながら、

米国当局によるヴァリデーション（妥当性確認）の結果、国交省が課した要件に
不十分な点が指摘された。

これを受けて国交省は航空貨物を取り扱う職員に対する保安要件を更に強
化。

※これにより、荷主企業は非常に限られた時間内で新たな設備投資や人的リ
ソースの確保が不可避となり、コストをはじめとする負担が増大しただけでな
く、物流現場に混乱が生じた。

さらに、
100%スクリーニングの対象が米国向け旅客便から全仕向け地へと拡大。
※これにより、空港において航空貨物の滞留が懸念されている。

2013年

2014年

4月…

4月1日～
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